（様式6-1）
　　　　　　　　様 (さま)
依頼者 (いらいしゃ)：(受講者 (じゅこうしゃ))　　　　　　　　　　

　　　　　　　様 (さま)の経験 (けいけん)を発表 (はっぴょう)させていただくことのお願 (ねが)い

「相談 (そうだん)支援 (しえん)従事者 (じゅうじしゃ)」は、障害 (しょうがい)があっても、住 (す)み慣 (な)れた場所 (ばしょ)で自分 (じぶん)らしく生活 (せいかつ)していくことを、障害 (しょうがい)のある人 (ひと)と一緒 (いっしょ)に考 (かんが)え、一緒 (いっしょ)に行動 (こうどう)しています。
今回 (こんかい)の「広島県 (ひろしまけん)相談 (そうだん)支援 (しえん)従事者 (じゅうじしゃ)現任 (げんにん)研修 (けんしゅう)」は、
私 (わたし)(受講者 (じゅこうしゃ))　　　　　　　　が、　　　　　　　様 (さま)や障害 (しょうがい)のある皆様 (みなさま)に対 (たい)して、役 (やく)に立 (た)てるように力 (ちから)をつけるためにおこなう勉強会 (べんきょうかい)です。
この勉強会 (べんきょうかい)の中 (なか)で私 (わたし)(受講者 (じゅこうしゃ))　　　　　　　　は、　　　　　　　様 (さま)がお話 (はなし)をしても良 (よ)いと言 (い)っていただいた場合 (ばあい)のみ、これまで経験 (けいけん)されてきたこと、今 (いま)の生活 (せいかつ)のことや困 (こま)っていること、こうしたいと望 (のぞ)んでいること等 (など)を教 (おし)えていただき、発表 (はっぴょう)したいと思 (おも)います。
　　　　　　　様 (さま)が自分 (じぶん)の経験 (けいけん)を勉強会 (べんきょうかい)で発表 (はっぴょう)して欲 (ほ)しくないときには、このお願 (ねが)いを断 (ことわ)られても良 (よ)いです。また、答 (こた)えたくない質問 (しつもん)には答 (こた)えられなくても良 (よ)いですし、発表 (はっぴょう)してほしくないところは、き直 (なお)したりすこともできます。
　　　　　　様 (さま)が何 (なに)を言 (い)われても、私 (わたし)(受講者 (じゅこうしゃ))　　　　　　の　　　　　　　様 (さま)への支援 (しえん)はこれまでより良 (よ)くはしても、悪 (わる)く変 (か)わることはありません。

また、この勉強会 (べんきょうかい)に参加 (さんか)する私 (わたし)(受講者 (じゅこうしゃ))　　　　　　　は、次 (つぎ)のことを必 (かなら)ず守 (まも)ります。
○私 (わたし)(受講者 (じゅこうしゃ))　　　　　　　は相談 (そうだん)支援 (しえん)従事者 (じゅうじしゃ)として、障害 (しょうがい)や生活 (せいかつ)のしづらさのある皆様 (みなさま)とともに、住 (す)み慣 (な)れた場所 (ばしょ)で自分 (じぶん)らしく生活 (せいかつ)していくことを一緒 (いっしょ)に考 (かんが)え、一緒 (いっしょ)に行動 (こうどう)していきます。
○　　　　　　　様 (さま)の考 (かんが)えや思 (おも)いをなにより大切 (たいせつ)にします。
○　　　　　　　様 (さま)が他 (ほか)の人 (ひと)に知 (し)られたくないことは絶対 (ぜったい)に話 (はな)しません。
○　　　　　　　様 (さま)のプライバシーを守 (まも)るため、名前 (なまえ)や仕事 (しごと)などはわからないように発表 (はっぴょう)します。
○発表 (はっぴょう)する内容 (ないよう)は、勉強会 (べんきょうかい)の前 (まえ)に　　　　　　　様 (さま)にお知 (し)らせします。
○発表 (はっぴょう)の内容 (ないよう)を、　　　　　　　様 (さま)の許 (ゆる)しがないのに、今回 (こんかい)の勉強会 (べんきょうかい)以外 (いがい)のところで話 (はな)したり、使 (つか)ったりすることは絶対 (ぜったい)にしません。
○　　　　　　　様 (さま)がお話 (はなし)してくださったことに対 (たい)して、「間違 (まちが)っている」とか「こうした方 (ほう)が良 (よ)かった」と勝手 (かって)に言 (い)うことはしません。
○今回 (こんかい)の勉強会 (べんきょうかい)で学 (まな)んだことを、勉強会 (べんきょうかい)が終 (お)わったあと　　　　　　　　様 (さま)にお知 (し)らせします。

以上 (いじょう)のことをお話 (はな)しし、　　　　　　　様 (さま)のこれまで経験 (けいけん)されてきたことを発表 (はっぴょう)することを承諾 (しょうだく)していただきたいと思 (おも)います。よろしくお願 (ねが)いいたします。

今回 (こんかい)のお願 (ねが)いについて、分 (わ)からないことや苦情 (くじょう)があるとき、同意 (どうい)に関 (かん)する
　　　　　　様 (さま)のお気持 (きも)ちが変 (か)わられたときには、
私 (わたし)の所属 (しょぞく)長 (ちょう)か私 (わたし) (受講者 (じゅこうしゃ))　　　　　　　　　まで連絡 (れんらく)してください。いつでもお話 (はなし)を聞 (き)き、ご相談 (そうだん)に応 (おう)じさせていただきます。

所属 (しょぞく)長 (ちょう)氏名 (しめい)　　　　　　　　　　　　　　

もしそのときに、(受講者 (じゅこうしゃ))　　　　　　　　　と話 (はなし)が上手 (うま)く進 (すす)まなくなった場合 (ばあい)は、研修 (けんしゅう)事務局 (じむきょく)に相談 (そうだん)してください。連絡先 (れんらくさき)は次 (つぎ)のとおりです。
	研修 (けんしゅう)事務局 (じむきょく)
	社会 (しゃかい)福祉 (ふくし)法人 (ほうじん)尾道 (おのみち)さつき会 (かい)　

	所在地 (しょざいち)
	〒730-0853　
広島県 (ひろしまけん)広島市中区 (ひろしましなかく)堺町 (さかいまち)１丁目 (ちょうめ)5-10　フローラル茶柱 (ちゃばしら)２階 (かい)

	電話番号 (でんわばんごう)
	（０８２）２７５－５４４５



研修 (けんしゅう)の予定 (よてい)は次 (つぎ)のとおりです。
	演習 (えんしゅう)１日目 (にちめ)講義 (こうぎ)
	eラーニング（指定 (してい)期間内 (きかんない)にオンラインで講義 (こうぎ)を視聴 (しちょう)）

	●広島 (ひろしま)会場 (かいじょう)①

	演習 (えんしゅう)　２日目 (ふつかめ)
	6月 (がつ)18日 (にち)（木 (もく)）　　オンライン

	演習 (えんしゅう)　３日目 (みっかめ)
	8月 (がつ)28日 (にち)（金 (きん)）　　オンライン

	演習 (えんしゅう)　４日目 (よっかめ)
	10月 (がつ)26日 (にち)（月 (げつ)）　広島 (ひろしま)国際 (こくさい)会議場 (かいぎじょう)　会議 (かいぎ)運営 (うんえい)事務室 (じむしつ)




	演習 (えんしゅう)１日目 (にちめ)講義 (こうぎ)
	eラーニング（指定 (してい)期間内 (きかんない)にオンラインで講義 (こうぎ)を視聴 (しちょう)）

	●福山 (ふくやま)会場 (かいじょう)②

	演習 (えんしゅう)　２日目 (ふつかめ)
	6月 (がつ)18日 (にち)（水 (すい)）　　オンライン

	演習 (えんしゅう)　３日目 (みっかめ)
	8月 (がつ)28日 (にち)（金 (きん)）　　オンライン

	演習 (えんしゅう)　４日目 (よっかめ)
	10月 (がつ)29日 (にち)（木 (もく)）　福山 (ふくやま)商工 (しょうこう)会議所 (かいぎしょ)１０１



	受講者用 (じゅこうしゃよう)
	（様式6-2）
※原本は受講者が保管 ／ 事務局へはPDF形式またはコピーを提出


事例 (じれい)提出 (ていしゅつ)について
誓約書 (せいやくしょ)
「広島県 (ひろしまけん)相談 (そうだん)支援 (しえん)従事者 (じゅうじしゃ)現任 (げんにん)研修 (けんしゅう)」受講者 (じゅこうしゃ)の私 (わたくし)　　 　 　　  は､ 　　 　　　　様 (さま)の経験 (けいけん)を発表 (はっぴょう)させていただくことを大切 (たいせつ)に思 (おも)い、今 (こん)回 (かい)の勉強会 (べんきょうかい)で学 (まな)んだことを地域 (ちいき)での取 (と)り組 (く)みに生 (い)かしていきます。
なお、発表 (はっぴょう)について約束 (やくそく)したことは必 (かなら)ず守 (まも)ります｡
年 (ねん)　　　月 (がつ)　　　日 (にち)
受講 (じゅこう)者 (しゃ)番号 (ばんごう)　　　　　　　　　　　　　　　　　
受講者 (じゅこうしゃ)氏名 (しめい)　　　　　　　　　　　　　　　　　
所属 (しょぞく)機関名 (きかんめい)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
所 (しょ)　在 (ざい)　地 (ち)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

承諾書 (しょうだくしょ)
私 (わたし)は、今回 (こんかい)の勉強会 (べんきょうかい)についての説明 (せつめい)を受 (う)けました。私 (わたし)のこれまでの経験 (けいけん)を発表 (はっぴょう)することについて　(受講者 (じゅこうしゃ))　　　　　　　　さん　からお願 (ねが)いの内容 (ないよう)を説明 (せつめい)してもらいました。また、発表 (はっぴょう)の内容 (ないよう)について、お願 (ねが)いに書 (か)かれていることを必 (かなら)ず守 (まも)ってもらうことを約束 (やくそく)してもらいました。
　私 (わたし)は　(受講者 (じゅこうしゃ))　　　　　　　　さん　が、私 (わたし)のこれまでの経験 (けいけん)を発表 (はっぴょう)することを承諾 (しょうだく)します。　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 (ねん)　　　月 (がつ)　　　日 (にち)
氏名 (しめい)　　　　　　　　　　　　　　

直 (ちょく)接 (せつ)お会 (あ)いしていない場 (ば)合 (あい)　代理 (だいり)署名 (しょめい)
所属 (しょぞく)長 (ちょう)氏名 (しめい)　　　　　　　　　　　　（続柄 (つづきがら)　　　　　　　　　）　

	当事者用 (とうじしゃよう)
	（様式6-3）
※実習協力者へ渡す


事例 (じれい)提出 (ていしゅつ)について
誓約書 (せいやくしょ)
　「広島県 (ひろしまけん)相談 (そうだん)支援 (しえん)従事者 (じゅうじしゃ)現任 (げんにん)研修 (けんしゅう)」受講者 (じゅこうしゃ)の私 (わたくし)　　　　 　　  は､ 　　 　　　　様 (さま)の経験 (けいけん)を発表 (はっぴょう)させていただくことを大切 (たいせつ)に思 (おも)い、今 (こん)回 (かい)の勉強会 (べんきょうかい)で学 (まな)んだことを地域 (ちいき)での取 (と)り組 (く)みに生 (い)かしていきます。
なお、発表 (はっぴょう)について約束 (やくそく)したことは必 (かなら)ず守 (まも)ります｡
年 (ねん)　　　月 (がつ)　　　日 (にち)
受講 (じゅこう)者 (しゃ)番号 (ばんごう)　　　　　　　　　　　　　　　　　
受講者 (じゅこうしゃ)氏名 (しめい)　　　　　　　　　　　　　　　　　
所属 (しょぞく)機関名 (きかんめい)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
所 (しょ)　在 (ざい)　地 (ち)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

承諾書 (しょうだくしょ)
私 (わたし)は、今回 (こんかい)の勉強会 (べんきょうかい)についての説明 (せつめい)を受 (う)けました。私 (わたし)のこれまでの経験 (けいけん)を発表 (はっぴょう)することについて　(受講者 (じゅこうしゃ))　　　　　　　　さん　からお願 (ねが)いの内容 (ないよう)を説明 (せつめい)してもらいました。また、発表 (はっぴょう)の内容 (ないよう)について、お願 (ねが)いに書 (か)かれていることを必 (かなら)ず守 (まも)ってもらうことを約束 (やくそく)してもらいました。
　私 (わたし)は　(受講者 (じゅこうしゃ))　　　　　　　　さん　が、私 (わたし)のこれまでの経験 (けいけん)を発表 (はっぴょう)することを承諾 (しょうだく)します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 (ねん)　　　月 (がつ)　　　日 (にち)
氏名 (しめい)　　　　　　　　　　　　　　
代筆 (だいひつ)者 (しゃ)氏名 (しめい)　　　　　　　　　　　　　（続柄 (つづきがら)　　　　　　　　　）　
所属 (しょぞく)長 (ちょう)氏名 (しめい)　　　　　　　　　　　　　（続柄 (つづきがら)　　　　　　　　　）　
